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＜内部監査の独立
性＞内部監査部門
の目的、権限、責
任等は「内部監査
の専門職的実施の
国際基準」では、
同基準に適合する
とともに取締役会
で承認された基本
規程において定義
されています。実
際の運営において
も、被監査部門や
その関係者からの
干渉や介入は排除
されていなければ
なりません。

＜事業目的に沿っ
た監査計画の存
在＞内部監査部門
の監査活動は、経
営者によって策定
された経営戦略に
基づき、事業目的
の達成を支援する
形で実施されてい
ることが求められ
ます。

＜経営者とのコミ
ュニケーション＞
内部監査部門と経
営者との間におい
て双方から積極的
にコミュニケーシ
ョンをとることが
求められていま
す。

＜経営者の指導力
及び内部監査への
サポート＞経営者
は内部統制を整
備・運用する役割
を有しています。
この役割を達成す
るために経営者は
内部監査部門の機
能を有効に活用す
ることが求められ
ています。

内部監査規程の内
容が内部監査の独
立性を保証し、ま
た経営会議や取締
役会で承認されて
いるか。

内部監査部門の監
査活動がどれだけ
会社の経営戦略を
反映し、更に内部
監査活動は会社の
経営戦略にどれだ
け影響を与えてい
るか。

内部監査部門と経
営者とのコミュニ
ケーションの内
容・方法・頻度は
必要にして十分
か。

経営会議等で、内
部監査報告が定期
的に議論され、経
営者自らが議論・
検討・是正措置を
講じているか。

内部監査
規程がな
い。

内部監査
部門は、
経営戦略
とは関係
なく監査
活動を行
っ て い
る。（経
営戦略を
意識しな
いで行っ
ている）

内部監査
部門と経
営者との
間でコミ
ュニケー
ションが
とれてい
ない。

経 営 者
（経営ト
ップ）に
内部監査
結果を報
告してい
ない。

内部監査規程はあ
るが、同規程は業
務の実施規程に偏
り、内部監査部門
の目的、権限、責
任及び業績等につ
いての取締役会及
び経営者へ報告す
ること等を定めた
規程となっていな
い。被監査部門に
よっては、監査結
果等への干渉や介
入が皆無ではな
い。

内部監査部門は、
各業務部門から中
期計画、年間計画、
月次執行状況等を
取り寄せ、これら
の内容確認を実施
した上で監査計画
を策定する。この
限りにおいて監査
計画は事業目的に
沿っていると言え
る。

経営者から内部監
査部門（長）に対
して必要に応じて
指示・照会等があ
る、あるいは内部
監査部門（長）か
ら経営者に対して
必要に応じて報
告、要望、照会等
を行っている。

経営者（経営トッ
プ）へ内部監査報
告を実施する機会
があり、経営者自
身の関心事につい
て個別に質問や指
示を行うことはあ
る。ただし、経営
会議等で経営陣が
内部監査報告を定
期的に議論する機
会はない。

内部監査部門が、
内部監査部門の目
的、権限、責任及
び業績等につい
て、定期的に取締
役会及び経営者へ
報告すること等を
定めた内部監査規
程があり、当該規
程の制定及び改廃
に経営会議や取締
役会等決裁機関が
関与するプロセス
がある。

内部監査部門は、
各業務部門の業務
計画等を事後モニ
タリングすること
に加え、組織の重
要な事業戦略につ
いては、会議に出
席して情報を収集
している。内部監
査部門の活動は組
織の経営戦略に
（内部監査の独立
性を阻害しない形
で）一定の影響を
与えている。
内部監査規定等に
基づき、月次・四
半期等定期的に会
合を開催して意
見・情報交換を実
施し、経営者から
指示・照会等、あ
るいは内部監査部
門（長）から報告、
要望、照会等を行
っている。

経営会議等で定期
的に内部監査報告
を議論している。
ただし、監査報告
にとどまってお
り、内部監査報告
の重要事項につい
て経営陣が積極的
に議論・検討して
いない、あるいは
被監査部門の講じ
た是正措置等まで

内部監査部門が、内
部監査部門の目的、
権限、責任及び業績
等について、定期的
に取締役会及び経営
者へ報告すること等
を定めた内部監査規
程がある。当該規程
の制定及び改廃権限
は取締役会にあり業
務の実施に当たり独
立性が確保されてい
る。組織も内部監査
部門の独立性を尊重
しており、実際の運
営においても内部監
査への干渉や介入は
皆無である。
内部監査部門によ
る、経営戦略の検証
によって、組織の事
業目的に沿った形で
監査計画が立てら
れ、更に期中におい
ても、適時にその監
査計画が見直された
上で、監査が実施さ
れている。監査活動
の結果は経営者によ
り次回の経営戦略の
策定において活用さ
れている。

内部監査規程等に基
づき、月次・四半期
等定期的に会合を開
催して、あるいは必
要がある場合には随
時に、年間監査計画
等に則った内部監査
活動に関して具体的
な意見・情報交換を
実施している。また、
必要な場合はその記
録を残し、別途適切
なメンバーによる会
合を開催し、継続的
に経営者と内部監査
部門とのコミュニケ
ーションを維持・強
化している。
経営会議等で定期的
に内部監査報告を議
論している。その運
営プロセスは規程に
より明確にされてお
り、経営陣が内部監
査報告を基に、被監
査部門の講じた是正
措置も含めて積極的
に議論・検討してい
る。また、経営トッ
プは経営会議等で、

第二部
（1）取締役会、経営者
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内部監査の成熟度調査
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＜監査対象の網羅
性＞通常、内部監
査の対象は、社内
「全」業務と定め
られていることが
多いのですが、そ
れが運用上も担保
され、実施されて
いることが重要で
す。

＜内部監査部門長
の役割と責任の明
確化＞内部監査業
務を有効に継続し
ていくためには、
監督者としての内
部監査部門長の職
務責任と指導的な
役割が重要であ
り、IIAの実施基
準も内部監査部門
長の役割とベスト
プラクティスを定
めています。

＜内部監査に必要
な十分な人材の確
保＞内部監査業務
に必要な人材が
質・量ともに確保
されていること、
必要に応じ不足人
材の補充・補完等
の手続が整備され
ていることが重要
です。
＜人事的なキャリ
アパスとローテー
ション＞内部監査
部門が幹部候補生
養成のための重要
な部署の１つであ
ることの認識が経

実質的な内部監査
の業務範囲は必要
にして十分か。ま
た、組織内にその
認識が浸透してい
るか。

内部監査部門部門
長の職務責任と役
割が、明確であり、
実行されている
か。

組織にとって必要
な内部監査を遂行
するのに十分な知
識・能力･経験の
ある人材を配して
いるか。

内部監査部門のキ
ャリアパスは明確
になっており、要
員として配置され
る際の基準が存在
しているか。また、
内部監査部門が幹

内部監査
規程等で
業務範囲
の網羅性
が担保さ
れていな
い。

内部監査
部門が存
在せず、
内部監査
部門長も
存在しな
い。

内部監査
機能を担
っている
要員が存
在 し な
い。

内部監査
人のキャ
リアパス
は明確で
なく、要
員の配置
基準も明

内部監査規程等で
業務範囲の制限な
いことが明示され
ているにも拘わら
ず、監査資源（要
員・スキル・予算
等）の制約、被監
査部門との力関係
などから、監査対
象としたことのな
い重要な業務が多
数存在する。

内部監査を実施す
る部署があり、内
部監査部門長が存
在するが、専任で
はなく他部門を兼
務している。

内部監査要員は存
在するが、絶対数
が少なく、また専
門的な知識を有す
る要員、職務経験
が十分な要員が不
足している。

内部監査人のキャ
リアパスが明確で
はなく、要員の配
置の基準が明確で
はないが、慣例的
に一定の経験を持
つ人材が配置され

確認していない等
の理由により会議
が活性化していな
い。

内部監査規程等で
業務範囲の制限な
いことが明示され
ているが、監査資
源（要員・スキ
ル・予算等）の制
約、被監査部門と
の力関係などか
ら、一部内部監査
の対象としたこと
のない分野が存在
する。

専任の内部監査部
門長がおり、職務
責任が定められて
いる。取締役会や
社長が承認した監
査方針と年度監査
計画を作成し監査
業務を行ってい
る。

内部監査の専門的
な知識を有する者
に加え、監査目的
に合った多様な職
種・職務経験を持
つ者から構成され
ている。

内部監査人のキャ
リアパス、要員の
配置基準も明確に
なっており、一定
の業務経験を持つ
人材が配置される
こととなってい

是正勧告を受けた部
門の担当役員に対応
方針の説明を求め
る、あるいは是正す
べき点について見直
しを指示するなど、
内部監査機能を活用
した組織としての内
部統制強化に積極的
である。なお、内部監
査はその属性からし
て、被監査部門から
批判を受けやすいこ
とを経営トップが理
解しており、必要に
応じ内部監査機能を
サポートしている。
内部監査規程等で監
査対象の網羅性が確
保されている。ＩＴ
分野、海外支店・現
地法人、グループ会
社も含めてあらゆる
部門や機能がすべて
監査対象としてカバ
ーされている。経営
企画、人事、不祥事
故調査機能初め、合
併・提携・出資とい
った異例事態にかか
る経営判断プロセス
も可能な範囲で監査
対象となっている。
執行役員あるいは同
等クラス以上の経営
管理者の内部監査部
門長が専任で配置さ
れている。内部監査
部門長は、会社の業
務知識を熟知し、見
識を備えるにとどま
らず、内部監査業務
遂行に必要な知識と
経験があり、世界・
業界のベストプラク
ティスを理解し、そ
の吸収、業務への応
用に努めている。
必要な業務監査を遂
行するのに十分な知
識・能力･経験のあ
る人材がいることに
加えて、状況に応じ
て社内各部署からの
異動が実施され、外
部人材も活用する
等、柔軟な対応がで
きる体制になってい
る。
幹部候補生には内部
監査（内部統制）の
理解が必須となって
おり、内部監査部門
の経験がキャリアパ
スとなっている。内
部監査部門には、幹
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＜被監査部門との
関係における内部
監査人の精神的な
独立性＞内部監査
人は、偏向を排し
公正で客観的な監
査を行うため、精
神的な独立性を維
持することが求め
られます。

＜内部監査への期
待、及び監査への
対応＞通常の内部
監査を受ける時
の、被監査部門の
内部監査への期待
とその対応の受容
度は内部監査の成
熟度を示す１つの
指標となりえます。

内部監査人は、偏
向を排し公正で客
観的な監査を行う
ため、精神的な独
立性を維持してい
るか。

被監査部門からの
内部監査への期待
があり、内部監査
が受け入れられて
いるか。

内部監査
部門の全
員、ある
いは大多
数が被監
査部門と
兼務して
いるなど
一体とな
っ て お
り、内部
監査人に
は独立性
がない。
内部監査
が拒絶さ
れる場合
がある。
内部監査
への期待
が組織内
に存在し
ない。

内部監査人は、被
監査部門からの要
求、圧力によって
その意見形成が頻
繁に変更されてい
る。

被監査部門が非協
力的、かつ監査担
当窓口を設置せ
ず、情報提供・監
査対応も消極的で
監査請求資料もか
なり催促しないと
揃わない。「監査
にはできれば来て
ほしくない」との

職業倫理規定、基
準、内部監査規程
等が整備され、内
部監査人の教育指
導もなされている
が、内部監査人は
被監査部門によっ
ては遠慮をした
り、暗黙の圧力を
受ける場合もあ
る。

監査請求資料は、
納期までに取り揃
え、送られてくる。
実査、インタビュ
ーにも時間調整を
しながら応じてく
れている。
内部監査を受ける
ことに理解はある
が受動的である。

内部監査人の精神的
な独立性を維持する
ため、職業倫理規定、
基準、内部監査規程、
教育指導内容等が定
期的に見直され、継
続的に改善がなされ
ている。被監査部門
とは客観的な監査の
発見事項に基づき、
建設的な意見交換の
中で、将来のリスク
低減のための施策が
協議されている。
被監査部門の責任者
は、内部監査による
アシュアランスに期
待するだけではな
く、業務改善の為の
客観的な問題発見と
助言を望んでいる。
助言の周辺のリスク
確認も行い、適切な
是正措置を講ずる態

○

○

営者や人事部門に
あり、実際にその
ように運用され、
組織の中でもその
ように認識されて
いることが重要で
す。

＜十分な予算の確
保＞内部監査部門
が、活動できるた
めの十分な予算を
確保できているこ
とは内部監査活動
の前提です。

＜社内情報へのア
クセス権＞内部監
査部門は、社内の
すべての分野の情
報に対して制限な
くアクセスするこ
とができることが
必要です。また、
このアクセス権
は、内部監査規程
等で明文化されて
いることが望まし
いと言えます。

部候補生養成のた
めの人事ローテー
ションに組み込ま
れているか。

内部監査部門予算
は、研修費用など
内部監査の将来の
価値を向上させる
ための予算も含め
て確保されている
か。

内部監査部門のア
クセス権は制限な
く、確保されてい
るか。

確ではな
い。

内部監査
部門の予
算管理が
実施され
て い な
い。

内部監査
部門は、
監査業務
に必要な
情報にア
クセスで
きない。

ている。

監査計画を遂行す
るための予算は十
分ではない。予算
は頻繁に削減され
ることにより、監
査計画が修正され
ることもある。

内部監査部門は、
監査業務に必要な
情報にアクセスで
きるが、制約があ
る。

る。内部監査部門
に配属される職員
は業務経験を積ん
だシニア職員が多
いものの、少数な
がら優秀な若手職
員が配属されるこ
とがある。一方、
内部監査部門で得
た内部統制等の知
識・経験を活かす
べく、社内各部署
に内部監査部門か
らの異動が行われ
ている。
監査計画を遂行す
るための予算は、
十分である。ただ
し、付加価値を向
上するための予算
(教育費・監査ツ
ール・外部サービ
ス等)は、配慮さ
れていない。
内部監査部門は、
監査業務に必要な
情報に制限なくア
クセスすることが
できる。当該アク
セス権が内部監査
規程等で明文化さ
れている。

部候補生養成のプロ
グラムもあり、内部
監査部門から各部署
に人材を輩出してい
る。

監査計画を遂行する
ための予算、及び付
加価値を向上するた
めの予算(教育費・
監査ツール・外部サ
ービス・監査実施計
画外の交通費・交際
費等)は、ともに十
分である。
内部監査部門は、社
内のすべての分野の
情報に制限なくアク
セスすることができ
る。アクセス権及び、
被監査部門の資料提
出義務が内部監査規
程等で明文化されて
おり、組織にもこの
ことが十分浸透し、
実際にそのとおり運
用されている。内部
監査部門長は組織の
経営決定会議にオブ
ザーバー参加してい
る。

期待
度

貢献
度

連係
度

設問の狙い 個々の評価内容
存在しない
レベル0

初期段階／その場対応
レベル1

定められたプロセスがある
レベル3

最適化されている
レベル5

（2）被監査部門
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＜内部監査による
指摘・勧告等への
対応状況＞内部監
査部門の指摘・勧
告等が被監査部門
に受け入れられ、
その改善が自発的
に実施されている
ことが重要です。

＜内部監査のコン
サルティング機能
への期待＞内部監
査部門が被監査部
門から内部統制の
専門家として認知
･信頼され、内部監
査部門が内部統制
の構築・運用につ
いてコンサルティ
ングすることが被
監査部門から期待
されている、また、
内部監査部門がそ
れらの期待に応え
ているのであれ
ば、先進的な内部
監査部門と言うこ
とができるのでは
ないでしょうか。
＜内部監査の情報
発信への期待＞内
部監査部門が被監
査部門から内部統
制の専門家として
認知・信頼され、
内部監査部門から
の情報発信･提供
が被監査部門から
期待されているこ
と、また、内部監
査部門がそれらの
期待に応えている
ことが重要です。

内部監査実施後、
内部監査部門から
の指摘・勧告等が
被監査部門に受け
入れられ、改善が
実施されている
か。

被監査部門などに
対する内部統制の
構築・運用に関す
るコンサルティン
グが実施されてい
るか。

被監査部門に対す
る内部統制の構
築・運用に関する
継続的な情報発
信・提供。

内部監査
部門から
の指摘・
勧告等は
ない。

被監査部
門から内
部統制の
構築・運
用に関す
る相談を
求められ
たことが
ない。

被監査部
門に対す
る情報発
信・提供
を行って
いない。

認識が組織内に広
がっている。

内部監査の指摘・
勧告等は現場担当
者レベルにケース
バイケースな方法
で連絡されるが、
上位職には特に伝
えてない。また被
監査部門が改善計
画書により内部監
査部門に回答する
ルールになってい
ない。指摘・勧告
等が無視され、対
応が放置される場
合がある。

被監査部門から内
部統制の構築・運
用に関する相談を
求められることが
ある。ただし、内
部監査担当者の個
人的な経験･スキ
ルや人的ネットワ
ークに依存し、回
答も相談を求めら
れた担当者の個人
的な見解であり、
会社の方針や事業
環境に沿った適切
なものとは限らな
い。

内部監査部門の紹
介や内部監査手順
の説明、内部統制
に関する一般的な
情報を、社内ホー
ムページや社内報
又はメールｊ配信
などによって、社
内の関係者に対し
て行っている。た
だし、情報発信や
更新の頻度は定期
的ではなく、散発
的である。

内部監査の指摘・
勧告等を経営管理
上の職位者を含む
被監査部門の関係
責任者に発信する
社内手続がある。
当該部署から改善
計画書を受け取る
ルールになってお
り、指摘・勧告等
に基づく対応が報
告されている。た
だし、確実に実行
されているかどう
かのモニタリング
体制まではできて
いない。
内部監査部門とし
て、コンサルティ
ング依頼を受けた
際のマニュアル
（受付から対応方
法、更に取締役会
への報告方法な
ど）が整備されて
いる。

レベル１に記載さ
れた監査関連情報
が定期的に発信さ
れている。

勢がある。内部監査
機能を積極的に受け
入れ協力する企業風
土が定着している。
改善計画内容が、被
監査部門で確実に実
施され不備事項等が
改善されている。ま
たその日常的監視体
制も構築されて、再
度不備が起こるリス
クが軽減されてい
る。このサイクルが
重要であることの認
識が被監査部門に浸
透、定着している。

内部監査部門とし
て、マニュアルに沿
って行ったコンサル
ティング業務が被コ
ンサルティング部門
でどのように実践さ
れているかモニタリ
ングされている。被
コンサルティング部
門でも内部監査部門
のコンサルティング
を活用した結果を内
部監査部門へ定期的
に報告している。コ
ンサルティング機能
発揮の１つの形とし
てシステム監査にお
ける企画開発監査を
実施するプロセスが
ある。
レベル１に記載され
た監査関連情報に加
え、特定の業務やプ
ロセスにかかるリス
ク情報が定期的に発
信されている。更に
にそれらが内部統制
向上に与える効果や
反応等をモニタリン
グして、情報コンテ
ンツの見直しに反映
させている。

期待
度

貢献
度

連係
度

設問の狙い 個々の評価内容
存在しない
レベル0

初期段階／その場対応
レベル1

定められたプロセスがある
レベル3

最適化されている
レベル5

301 ○ ＜監査役との連
係＞監査役監査と
内部監査の目的及
び対象は厳密には
異なりますが、実
務上重なる部分も
多くあります。内
部監査部門として
は、この重なる部

内部監査部門と監
査役とは役割を認
識した上で、重複
を排し、監査の効
率性・実効性を高
めるため、当該年
度における監査の
基本方針、重点課
題、対象部門、個

監査役と
情 報 交
換・監査
業務の調
整を実施
していな
い。（双
方とも他
方の情報

必要に応じて、監
査役と監査計画・
監査結果等の情報
交換や監査業務の
調整を実施してい
るが、定められた
プロセスとはなっ
ていない。

内部監査部門と監
査役との連係が社
内規定等（内部監
査規程及び監査役
監査基準等）に明
文化され、監査計
画・監査結果等の
情報交換や監査業
務の調整が定期的

社内規定等に基づ
き、定期的な会合を
開催して、随時、年
間監査計画等に則っ
た内部監査活動に関
して具体的な意見・
情報交換を実施して
いる。必要な場合に
はその記録を残し、

（3）監査役、外部監査人
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302

303

305

○

○

○

○

○

分で監査役との連
係を十分に図り、
それぞれに役に立
つような役割分担
がされることが重
要です。

＜監査役監査等の
支援、補完＞一般
に、専門的な監査
知識・経験が十分
とは言えず、スタ
ッフも必ずしも十
分とは言えない監
査役に対して、内
部監査部門がどの
ような支援を実施
しているかは、監
査役監査の実効性
向上のために重要
です。

＜組織の重要課題
や経営戦略に関す
る監査＞組織の重
要課題や経営戦略
に関する監査にお
いては、経営陣へ
の直接的な改善提
言となることがあ
り、効果的で実効
性のある改善提言
にするには、内部
監査部門が単独で
実施するより、監
査役との協働・連
係を考慮すること
が重要な場合があ
りえます。

＜外部監査人（会
計監査人）との連

別テーマ、監査時
期、監査範囲等を
相互に確認してい
るか。

監査役監査の支
援・補完を必要な
範囲で十分に行っ
ているか。

組織の重要課題や
経営戦略に関する
監査において、内
部監査部門は監査
役と協働・連係し
て対応している
か。

内部監査部門と外
部監査人との連係

を得てい
ない）

内部監査
結果を監
査役に報
告してい
ない。

組織の重
要課題、
経営戦略
について
は内部監
査の対象
としてい
ない。

内部監査
部門と外

内部監査結果を報
告する際、監査役
から報告事項に関
連する質問があ
り、それに対して
内部監査部門から
回答している。

組織の重要課題や
経営戦略に関して
は内部監査の対象
としているもの
の、内部監査部門
単独で実施してお
り、監査役との協
働・連係はない。

必要に応じて外部
監査人と意見・情

な会合等において
実施されている。
監査役の問題意識
に基づく内部監査
部門への提言が実
施されており、内
部監査部門もこれ
に対応している。

社内規定等に基づ
き内部監査結果を
監査役に定期的に
報告している。監
査役監査の支援の
一助として、監査
役から要請がある
場合は、内部監査
部門が内部統制シ
ステムの整備・運
用状況の評価を行
い、監査役監査に
その結果が活かさ
れている。

組織の重要課題や
経営戦略に関して
は内部監査の対象
としており、社内
規定等で監査役と
の協働・連係を図
る旨の規定はある
ものの、実態的に
は監査役との十分
な協議や意見のす
り合わせが十分で
はない。監査役か
らの協力・支援も
不十分である。

社内規定等に基づ
き定期的に会議を

別途適切なメンバー
による会合を開催し
て、継続的に監査
役・監査役会と内部
監査部門との連係を
維持・強化してい
る。また定例的にお
互いの当該年度監査
方針・重点監査項目
を確認し、重複を排
し、監査の効率性・
実効性に配慮した計
画を策定している。
計画の内容に過不足
があると判断された
場合には、調整し、
対処している。
監査役監査の支援の
一助として、監査役
から要請がある場合
は、監査役が行う内
部統制システムの整
備・運用状況の評価
を行う等の他、内部
監査としてスキル
面、人材面等ででき
る限りの支援を行っ
ている。例えば、監査
役が要望する監査テ
ーマの検討・実施、
重大なリスク情報の
報告、監査ツール等
の提供等を行い、監
査役監査の向上を支
援している。監査役
の業務支援の一助と
して、定期的かつ継
続的に、監査役の業
務の自己評価のメン
バーに内部監査部門
が参画し、評価業務
を支援している。
組織の重要課題や経
営戦略に関する監査
において、社内規定
等に則り、内部監査
部門は監査役との十
分な協議や意見のす
り合わせを行った上
で監査を実施してい
る。監査役も積極的
に内部監査の監査活
動を協力・支援し、
監査役監査において
も内部監査の監査結
果等を活用してい
る。監査役との協
働・連係のあり方に
ついて不断に見直し
が行われ、より良い
協働・連係に向けて
内部監査部門・監査
役双方が努力してい
る。
社内規定等に基づき
定期的に、あるいは

期待
度

貢献
度

連係
度

設問の狙い 個々の評価内容
存在しない
レベル0

初期段階／その場対応
レベル1

定められたプロセスがある
レベル3

最適化されている
レベル5
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係＞外部監査人は
通常会計監査を行
う前提として、業
務プロセスの内部
統制状況について
監査を行います。
この部分は、内部
監査部門としても
情報交換できる余
地があります。こ
れを有効に活用す
ることが内部監査
の効果的・効率的
な実施のために重
要となります。

を図るため、定例
的に情報交換のた
めの会議等を開催
しているか。内部
監査活動に当たっ
て、外部監査人の
監査計画や監査結
果を有効に活用し
ているか。

部監査人
との間で
情報交換
のための
会議は行
われてい
ない。外
部監査人
の監査計
画や監査
結果を内
部監査活
動に利用
していな
い。

報交換を実施し、
双方からそれぞれ
に対し要望・照会
を行っている。外
部監査人の監査計
画や監査結果を内
部監査活動に利用
する場合もある
が、定められたプ
ロセスがあるわけ
ではない。

開催して意見・情
報交換を実施し、
双方から要望・照
会が行われてい
る。外部監査人の
監査計画や監査結
果を、定められた
プロセスに基づい
て、内部監査活動
に利用している。
外部監査指摘事項
の改善状況を内部
監査で検証するプ
ロセスがある。

必要がある場合には
随時に会議が開催さ
れ、内部監査活動に
関して具体的に意
見・情報交換を実
施、継続的に外部監
査人と内部監査部門
との連係を維持・強
化している。外部監
査人の監査計画や監
査結果を、定められ
たプロセスに基づい
て有効に活用し、効
果的かつ効率的な内
部監査活動を実施し
ている。例えば、内
部監査の監査対象や
監査項目の優先順位
付けなどに活用して
いる。活用プロセス
は定期的に見直し改
善も図られている。

期待
度

貢献
度

連係
度

設問の狙い 個々の評価内容
存在しない
レベル0

初期段階／その場対応
レベル1

定められたプロセスがある
レベル3

最適化されている
レベル5

401

402

○

○

＜内部監査プロセ
スの確立＞内部監
査実施プロセスが
確立されているこ
とは内部監査の前
提ですが、その上
で、それに基づき
内部監査の品質が
常に一定のレベル
にあることが重要
です。

＜リスクアセスメ
ントプロセスの確
立＞年間監査計画
を策定するに当た
っては、内部監査
部門は組織全体の
リスク・コントロ
ールを網羅、俯瞰
し、これを評価し
なければ、計画は
立てられないはず
です。また、重要
なことは、この評
価プロセスと評価
結果を経営陣に示
し、経営陣との議
論を経て、その了
解を得ることで
す。

内部監査の品質を
一定以上の水準に
担保するための内
部監査実施プロセ
スが確立されてい
るか。

リスクアセスメン
トが実施され、か
つ、このプロセス
と結果が経営陣に
報告されている
か。

内部監査
に一定の
実施プロ
セスがな
い。

リスクア
セスメン
トを実施
していな
い。

内部監査の実施手
順が担当者の判断
に任されており、
公式な手順として
定められていな
い。

リスクアセスメン
トは内部監査部門
において実施され
ているが、組織全
体のリスクの網羅
性確保において改
善の余地がある。
内部監査部門内で
は適切なレベルま
で報告されている
が、経営陣には報
告されていない。

内部監査実施プロ
セスが、内部監査
の実施に関わる規
程類や手順書など
によって公式に体
系化･文書化され
ている。
個々の内部監査
が、公式な手順に
準拠して実施され
ている。

内部監査部門で適
切に実施されたリ
スクアセスメント
は、そのプロセス
と結果が経営陣に
報告され、その議
論の過程で、リス
クアセスメントの
プロセス、結果が
見直されている。

個々の内部監査は、
公式な手順に従って
実施されている。
内部監査実施プロセ
スが必要に応じて見
直され、改善が図ら
れている。他社や業
界の内部監査実施プ
ロセスの水準や業界
のベストプラクティ
スが把握され、自社
の内部監査実施プロ
セスの改善が、内部
監査部門の中期計画
等に盛り込まれ、経
営者の承認を得てい
る。改善の進捗状況
が経営者などによっ
て定期的にレビュー
されている。
年間計画策定時のリ
スクアセスメント
は、内部監査部門で
明文化したリスクア
セスメントプロセス
に沿って、その結果
とプロセスが経営陣
に報告され、経営レ
ベルでの議論の結
果、リスクアセスメ
ントの手法、結果が
見直されている。こ
れに加え、社内のリ
スクの発見事例、他
社の事故事例、関係
当局や諸団体のガイ
ドライン公表等によ
り、適時適切にリス
クアセスメントの手
法と結果を継続的に
見直すプロセスがあ
り、これが適切に運

（4）内部監査部門内で整備・運営すべき項目
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403

404

405

406

○

○

○

○

○

＜リスクアプロー
チに基づく個別監
査計画の策定＞個
別内部監査計画を
策定する際には、
当該被監査部署の
リスクプロファイ
ル、重要性に基づ
いて内部監査計画
が策定されている
ことが必要です。

＜適時適切な監査
対象の選定＞内部
監査部門は監査対
象を、経営への貢
献の視点で、適時、
適切に選定するこ
とが重要です。

＜ＣＳＡの活用＞
ＣＳＡは、現場に
とってはそのリス
ク認識向上に役に
立ちますが、内部
監査部門にとって
はリスクアセスメ
ントへの活用によ
る着眼点の絞り込
みを通じた内部監
査の効率化に資す
るものです。組織
の個々の実情に合
わせて活用するこ
とが重要です。
※ＣＳＡは業務部
門の行う各種自己
検証、評価のこと
です。
＜業務に合わせた
監査手法の設定＞
多種多様な業務に
合わせる形で内部
監査部門もいくつ
かの監査手法を持
つことが重要で
す。

リスクアプローチ
に基づく個別監査
計画が策定されて
いるか。

内部監査の対象分
野が事業計画・事
業活動と連動し
て、適時かつ適切
に選定されている
か。

ＣＳＡを組織の実
情に合わせて適切
に活用している
か。

会社の業務に合わ
せた形で部署別監
査、テーマ監査、
システム監査等が
使い分けられてい
るか。

すべての
内部監査
に お い
て、同一
の点検項
目を用い
て検証し
ている。

監査対象
選定に当
たっての
ロジック
が準備さ
れていな
い。

ＣＳＡは
利用して
いない。

全社一律
の監査手
法をとっ
ている。

リスクアプローチ
による内部監査を
志向しているが、
各監査における点
検項目のほとんど
は同一である。

内部監査の対象選
定に当たって、事
業計画・事業活動
を参照はしている
が連動していると
までは言えない。

ＣＳＡの結果を入
手することによ
り、現場のリスク
認識を確認してい
るものの、当該Ｃ
ＳＡは業務の一部
分しかカバーして
おらず、網羅性に
欠ける。

業務やプロセスに
合わせた形で複数
の形態の監査が行
われている。

リスクアプローチ
による内部監査は
規程等により文書
化されているもの
の、部署別の監査
においては共通項
目の点検がほとん
どである。テーマ
監査においては、
都度リスクに応じ
た監査項目が選
定、検証されてい
る。

内部監査の対象
は、事業計画・事業
活動と連動して選
定されるとともに、
事業の進捗に伴い
変化するリスクに
合わせて監査計画
を見直すべきとの
プロセスも規定さ
れている。ただし、
内部監査部門のリ
スク把握のツール
は網羅性、適時性
の観点から必ずし
も十分ではなく、
適時、適切な監査
計画の見直しには
至っていない。
内部監査がリスク
アセスメントを行
う際、業務部門に
対してアンケート
形式のＣＳＡを依
頼する等、業務部
門のリスク認識を
確認するプロセス
が確立している。

業務やプロセスに
合わせた形で複数
の形態の監査を行
う旨が規程等に定
められ、それに沿
って監査が実施さ
れている。

営されている。
リスクアプローチに
よる内部監査が内部
監査部門内で浸透、
定着しており、テー
マ監査のみならず、
部署別の監査におい
ても業務、プロセス
のリスクに応じた点
検項目が選定、検証
されている。予備調
査でリスクが見極め
られており、個別内
部監査計画承認の際
の議論でも、当該業
務、プロセスのリス
クに焦点を当てた議
論がされ、監査資源
のリスクに応じた配分
が確保されている。
内部監査の対象は、
事業計画・事業活動
と連動して、選定さ
れている。また、業
務のリスクの変化に
合わせて、内部監査
部門においてタイム
リーなリスク把握が
実施されており、適
時適切に監査項目の
選定が行われること
により、組織のリス
ク顕在化を未然に防
いでいる。

業務部門にはそれぞ
れプロセスオーナー
が定められており、
業務部門の行うＣＳ
Ａは業務の網羅性が
担保できている。内
部監査はこの結果を
参考にしながら内部
監査の対象や重点監
査項目を決定してお
り、内部監査の効率
化が果たされてい
る。

業務やプロセスに合
わせた形で複数の形
態の監査を行う旨が
規程等に定められ、
それに沿って監査が
実施されている。そ
れぞれの監査結果が
それぞれ他の監査形
態のリスクアセスメ

期待
度

貢献
度

連係
度

設問の狙い 個々の評価内容
存在しない
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初期段階／その場対応
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定められたプロセスがある
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408
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○

○

○

＜協働チームによ
る監査の実施＞内
部監査人のリソー
スが不足する場合
や、高度な専門知
識を必要とする内
部監査では、内部
監査部門内の要員
にこだわらず、社
内から適切な人材
を集め、監査対象
業務、プロセスに
適合する形で監査
チーム編成をし
て、より実効的な
内部監査を実施す
ることが重要で
す。

＜アウトソースの
活用＞内部監査部
門だけでは監査の
リソース（マンパ
ワー・専門的能力
等）が不足する場
合、外部の専門家
を活用することも
検討する必要があ
ります。

＜監査のフォロー
アップ＞指摘・勧
告等を実施した
後、被監査部門に
よる対応状況のフ
ォローアップが重
要です。結果が一
定水準以下の場合
は、フォロー監査
を実施することも
必要な場合がある
でしょう。

内部監査部門は効
果的かつ柔軟なチ
ームアップができ
る体制となってい
るか。

外部の専門家を必
要に応じ活用して
いるか。

指摘、勧告等のフ
ォローアップを実
施しているか。

現行の要
員で実施
可能な監
査以外実
施してい
ない。

外部の専
門家は活
用したこ
と が な
い。

フォロー
アップを
実施して
いない。

内部監査人のリソ
ースが不足する場
合、社内の適切な
部署から人的支援
を仰いで期初に立
てた監査計画を達
成することがあ
る。ただし、この
手続は社内規定等
には規定されてお
らず、監査の独立
性を害する可能性
がある。

必要に迫られる形
で外部の専門家を
活用したことがあ
る。

フォローアップ
は、場合によって
は実施することも
ある。例えば、監
査結果が悪い場合
に、被監査部門宛
にその後の対応状
況を聴取してい
る。

内部監査人のリソ
ースが不足する場
合、一定のプロセ
スを経て、社内の
適切な部署から人
的支援を仰ぐこと
ができる旨の規程
があり、実施して
いる。

外部の専門家を活
用することが必要
な場合があらかじ
め定められてお
り、これに則って
外部専門家の活用
が行われている。
監査業務以外に
も、各種コンサル
ティングに外部の
専門家を活用して
いる。

フォローアップの
頻度や対象、フォ
ローアップ結果の
報告先等について
の要領を定め、そ
れに沿ってフォロ
ーアップを実施し
ている。監査結果
が一定レベル以下
の場合や、あらか
じめ定められた基
準に満たない場合
には、被監査部門
の改善対応を促す
手続があり、その
手続を実施してい
る。

ント、あるいは着眼点
等に活用され、監査
の形態を跨った形で
内部監査部門内での
監査品質向上のＰＤ
ＣＡのサイクルが実
効的に回されている。
内部監査部門には必
要にして十分な人員
が配置されており、
リソースが不足する
事態はない。内部監
査を実施する場合、
その人員編成は内部
監査部門内の機能別
チームから適切な人
員を集める形で実施
される。あるいは、
内部監査部門内で業
務・プロセスの専門
家があらかじめ定め
られており、当該業
務・プロセスの監査
の場合には、当該人
が一定の関与をする
形で監査が実施され
る。これらの運用が
グローバルに実施さ
れ、監査チームの機
能強化と監査ノウハ
ウの移転・吸収が同
時に図られている。
外部の専門家のエク
スパティーズ、ノウ
ハウを内部監査に活
かすプロセスがあ
り、内部監査の品質
向上にアウトソース
が戦略的に活用され
ている。監査業務以
外にも各種コンサル
ティングに専門家を
活用しており、適度
な距離を保ちながら
も、外部専門家との
良好な関係を構築、
維持して内部監査の
品質向上に役立てて
いる。
フォローアップは定
められた要領に従っ
て改善されるまでモ
ニタリングが行わ
れ、その状況は定期
的に経営陣にまで報
告されている。フォ
ローアップの結果、
被監査部門の対応が
不芳である等の事態
の場合には、内部監
査部門がフォロー監
査を実施する等被監
査部門の改善対応が
促進されており、こ
れら一連の対応状況
が経営陣にまで報告

期待
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貢献
度

連係
度

設問の狙い 個々の評価内容
存在しない
レベル0
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○

○

○

○

○

＜システム監査の
実施＞システム監
査は十分な能力を
持った内部監査人
によって実施され
なければなりませ
ん。

※システム監査と
は、情報システム
監査、情報セキュ
リティ監査等、IT
を対象とした内部
監査全般を指しま
す。

＜内部監査の人材
育成と継続的教
育＞監査品質の向
上の為に、内部監
査人の育成と継続
的な能力向上が必
要です。

＜内部監査のパフ
ォーマンスに関す
る被監査部門から
のフィードバッ
ク＞被監査部門か
らフィードバック
を求め、これを監
査の改善に役立て
ていくというプロ
セスを持つことが
重要です。
＜内部監査の品質
管理＞内部監査部
門で監査品質管理
の枠組みが定めら
れ、これが実効的
かつ継続的に実施
されていることが
重要です。

システム監査体制
が整備され、内部
監査部門のIT 対
応力を保持した上
で、システム監査
が実施されている
か。

内部監査人の人材
育成と継続的教育
が実施されている
か。

被監査部門から、
監査業務について
の意見書を入手す
るフィードバック
の仕組みが構築さ
れ、狙いどおりに
運用されている
か。

内部監査部門内に
おける監査品質管
理の枠組みが存在
するか。

システム
監査を実
施してい
ない。

内部監査
人の育成
プログラ
ム は な
い。

フィード
バックの
仕組みは
存在しな
い。

監査を担
当した内
部監査人
以外の者
による監
査調書、
報告書等
の検証や
チェック
を受けて
いない。

システム監査が実
施されているが、
中期又は年度の監
査計画に基づくも
のではない。内部
監査人のシステム
監査の専門性（シ
ステム監査技術
者、ＣＩＳＡ等の
有資格者の存在）
が確保されていな
い。

内部監査人の育
成・能力向上の必
要性を認めている
が、具体的な方針
がなく、各人の裁
量に依存してい
る。

非公式なフィード
バックを得ること
があるが、これは
内部監査の改善に
は役立てられてい
ない。

一定の監査品質を
担保するために、
監査を担当した内
部監査人以外の者
により、監査プロ
セス及び監査調
書、報告書等の検
証、チェックを受
ける場合がある。

中期又は年度の内
部監査計画の中
で、システム監査
が計画・実施され
ている。
内部監査人のシス
テム監査の専門性
が確保されてい
る。必要に応じ、
情報システム部門
や外部の専門家の
支援の下で、シス
テム監査が実施さ
れている。

策定された監査方
針と年度監査計画
に基づく内部監査
人の育成・能力向
上のプログラムが
あり、そのための
予算が確保されて
いる。

フィードバックを
得る仕組みが規定
等に明記され、そ
れが実施されてい
る。

監査品質管理、向
上のための担当者
を配置しており、
同担当者は個別の
監査の際に監査プ
ロセス、監査調書
等をレビューして
いる。

される。
システム監査はユー
ザ部門にとどまら
ず、システム開発、
運用部門も対象とし
ている。
システムの有効性、
投資対効果の検証等
の分野まで含めて検
証している。
システム監査人は社
内のシステム開発、
運用等の部門から多
種多様な人材が集め
られており、資格、
経験の面からもシス
テム監査の専門性が
確保されている。
必要に応じ、情報シ
ステム部門や外部の
専門家の支援を受け
ながら、システム監
査の更なる専門性が
追求されている。
策定された監査方針
と年度監査計画に基
づく内部監査人の育
成・能力向上のため
の継続的な教育プロ
グラムと予算が確保
されている。個々の
内部監査人の能力に
合わせた個別の監査
能力向上のプログラ
ムも用意されてい
る。継続的な教育プ
ログラムの定期的な
レビューと継続的な改
善も行われている。
入手したフィードバ
ックが分析され、内
部監査の改善が必要
な部分については、
適時に見直しが行わ
れる仕組みが存在す
る。フィードバック
フォームの見直しも
定期的に行われてい
る。

監査品質管理、向上
のための担当者が監
査品質向上プログラ
ムを策定、実施して
おり、個別監査のレ
ビュー以外に内部監
査部門全体の監査品
質向上に取り組んで
いる。このプログラ
ムは一定頻度で見直
しが行われ、継続的
に改善されている。
監査品質向上のため
の組織や人事等の長
期にわたる課題も認
識されており、組織

期待
度

貢献
度

連係
度

設問の狙い 個々の評価内容
存在しない
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レベル1

定められたプロセスがある
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レベル5
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○

○

○
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＜監査支援ソフト
の活用＞監査プロ
セスの統一・標準
化、あるいは効率
化のために、監査
支援ソフトを活用
することが有効な
場合があります。
効果的に活用した
いものです。

＜外部の第三者に
よる内部監査の品
質評価＞内部監査
協会の「専門職的
実施の国際基準」
によれば、「外部
評価は、組織体外
の適格にしてかつ
独立なレビュー実
施者またはレビュ
ー・チームによっ
て、最低でも５年
に一度は実施され
なければならな
い」とされていま
す。外部の視点か
らの指摘やアドバ
イスを内部監査部
門のアクティビテ
ィにどう活用して
いくのかが鍵とな
ります。
＜継続的モニタ
リング／監査の
仕組みの導入＞
内部監査部門のグ
ローバルベストプ
ラクティスの１つ
と し て 、 最 近
C o n t i n u o u s
M o n i t o r i n g /
Auditingが取り上
げられることが多
くなっています
が、その背景は監
査が１～数年の間
隔で行われるた
め、その間のリス
クの把握が重要と
いうことです。取
組みは各社によっ
て当然異なります
が、そのコンセプ
トを上手に取り込
みたいものです。
＜他のリスク管理
部門等との協働＞
組織のリスク管理
に携わる他部署と

組織の実情に合わ
せた形で監査支援
ソフトを活用して
いるか。

外部の第三者によ
る内部監査品質評
価が実施されてい
るか。

内部監査部門に
よる継続的モニ
タリング／監査
（C o n t i n u o u s
M o n i t o r i n g /
Auditing）が実施
されているか。

他のリスク管理部
門との協働が必要
にして十分な程度
に実施されている

監査支援
ソフトを
検討した
ことがな
い。

これまで
コンサル
ティング
会社、監
査法人等
外部の第
三者（以
下「外部
の 第 三
者」）の
品質評価
を受ける
ことにつ
いて組織
として検
討したこ
と が な
い。

継続的な
モニタリ
ングの仕
組みが存
在 し な
い。

情報交換
も含めて
一切協働
は実施し

監査支援ソフトを
組織として検討
し、その採否につ
いて合理的な結論
を出している。

外部の第三者か
ら、監査プロセス
の一部または全部
についてコンサル
ティング、あるい
は評価を受けるこ
とについて組織と
して検討し、その
採否について合理
的な結論を出して
いる。

監査業務以外に、
被監査部門にヒア
リングや関連情報
の分析等を行い、
業務活動、リスク
の変化等のモニタ
リングが行われる
ことがある。

すべてではないが
一部のリスク管理
部門との間で必要
に応じ協議が行わ

監査プロセスの一
部に監査支援ソフ
トを、ほぼカスタ
マイズなしで活用
している。

一定頻度で外部の
第三者から品質評
価を受けるべき旨
の定めがあり、そ
れに従って品質評
価が行われてい
る。

監査業務以外に、
被監査部門へのヒ
アリングや関連情
報の分析を通じて
業務活動、リスク
の変化等をモニタ
リングする旨の規
定があり、これが
実践されている。

社内リスク管理部
署と定例的に協議
が行われ、リスク
情報について定性

としての対応が着実
に実施されている。
組織の内部監査プロ
セスに合わせた形で
監査支援ソフトをカ
スタマイズし、内部
監査のインフラを統
一した上で、各監査
チーム相互のレビュ
ーを実施し、監査の
品質向上を図ってい
る。ソフトを使った
監査プロセスの有効
性、効率性向上を内
部監査側、被監査部
門側の双方で進めて
いる。
一定頻度で外部の第
三者からの品質評価
を受けるべき旨の定
めがあり、それに従
って品質評価が行わ
れている。そこでの
議論や指摘を通じて
得られた知見を活用
して、内部監査部門
の戦略、組織、計画、
報告等を含む監査プ
ロセス全般の見直し
が継続的、自律的に
実施されている。こ
のプロセスや結果が
しかるべきラインま
で書面にて報告され
ている。

ヒアリングや関連情
報の分析を通じてモ
ニタリングした内容
は、内部監査部門内
で共有、議論され、
適時、適切に内部監
査部門の対応が決
定、実行されている。
内部監査部門におい
てIT等を活用した継
続的な情報収集、モ
ニタリングの手法が
定着しており、異常
値が検出された場合
には組織内に適時な
アラームの発出を行
うとともに、これら
の情報を踏まえた適
時適切な監査が実施
されている。

他のリスク管理部門
との実務レベルの情
報交換に加え、内部
監査部門長が会社ト

期待
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○

○

○

○

の協働により、経
営にとってより効
率的、効果的なリ
スク管理が可能と
なります。内部監
査の独立性には配
慮しながらも、で
きる限り協働を進
めていくことが重
要です。

＜ＥＲＭ活動への
関与＞最近の内部
監査部門は、経営
者が持続可能な競
争優位を構築し企
業価値を実現する
ためのＥＲＭに適
切に関与すること
が求められていま
す。（組織として
ＥＲＭ活動を実施
していない場合は
回答不要（ブラン
クにしておいて下
さい）です）
＜内部監査人の社
外活動、資格取得
の支援＞自社の内
部監査活動が我が
国内部監査部門の
範たるべき充実を
示していること
は、リスク管理、
コンプライアンス
確保のみならず、
人材の採用、組織
のレピュテーショ
ン維持・向上のた
めに誠に有益なこ
とです。組織が内
部監査人の外部活
動を支援すること
はその一環となる
でしょう。
＜ベストプラクテ
ィスへの取組み＞
他組織で実践され
ているベストプラ
クティスに着目
し、自らの取組状
況を客観視するた
めに、それらとの
比較を行い比較対
象の活動を上回る
目標を設定しそこ
に挑戦していくこ
とは、内部監査の
成熟度を上げる方
法としては重要で
す。

か。

ＥＲＭ活動に対し
適切な関与がある
か。

内部監査人の様々
な社外活動、資格
取得の支援を実施
しているか。

自己満足に陥るこ
となく、競合他社
比較やベンチマー
キングを行い、自
社の課題を洗い出
し対応している
か。

て い な
い。

内部監査
部門のＥ
ＲＭに対
する関与
はない。

内部監査
人の社外
活動等の
支援制度
は存在し
ない。

ベストプ
ラクティ
スへの取
組みは行
われてい
ない。

れ、リスク認識の
すり合わせが行わ
れている。

内部監査部門がＥ
ＲＭ活動の一部を
知り、監査計画に
反映しているが、
不定期であり、場
当たり的である。

一定の内部監査関
連の資格を取得す
るために、報奨金
支給等の制度があ
る。

他組織との情報交
換や交流はあるも
のの、自社の内部
監査部門の課題を
明らかにするプロ
セスがあるわけで
はない。

的／定量的な情報
交換が行われると
ともに、その議事
が記録に残されて
いる。

内部監査部門が、
ＥＲＭ活動を理解
し、この活動を踏
まえた上で、監査
計画に反映してい
る。ＥＲＭ会議へ
の出席、資料への
アクセス権が内部
監査部門長に与え
られている。

資格取得のための
勉強会を社内で開
催したり、資格取
得者のモラル向上
等の施策を実施し
ている。

自社の課題を明ら
かにするためのベ
ストプラクティス
への取組みが実践
されている。

ップや被監査部門の
担当役員レベルと、
リスク認識等に関す
る定例又は随時の協
議の場を持ち、監査
すべき事項、テーマ
等について情報交換
が行われている。こ
れらの情報は内部監
査部門の監査項目の
選定プロセスの中に
組み込まれ、監査の
実施等の内部監査部
門の活動に適切に活
用されている。
内部監査部門が、Ｅ
ＲＭ活動を熟知し、
組織体の戦略と整合
した監査計画に毎年
見直し反映してい
る。また、年間を通
じたレビューも定期
的に実施されてい
る。
内部監査部門は、求
められれば監査の独
立性を損なわない適
切な範囲で助言をし
ている。

各内部監査人の支援
のみならず、組織と
して日本内部監査協
会等の各種団体に講
演者や勉強会講師等
を派遣したり、日本
内部監査協会ＣＩＡ
フォーラムに多数の
人員の参加を促す
等、我が国内部監査
機能の発展・向上を
支援している。

他社、ベンチマーク
との静態的な比較に
とどまらず、IFRS
対応としての連結決
算対応や会社法制変
更等近い将来に想定
されている会社全体
のガバナンスの変化
に対して、内部監査
部門としてプロアク
ティブ、かつ動態的
に事前研究、準備を
定常的に進めてい
る。

期待
度

貢献
度

連係
度

設問の狙い 個々の評価内容
存在しない
レベル0

初期段階／その場対応
レベル1

定められたプロセスがある
レベル3

最適化されている
レベル5


